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中華人民共和国「人民法院オンライン 
訴訟規則」について

──その法文と解説の翻訳的紹介等──
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１　はじめに

　近時、日本においても、「民事裁判（民事訴訟等）の ICT化」が急速な勢いで進展
しつつある1）。2021年（令和３年）２月26日には、法務省民事局参事官室および法務
省大臣官房司法法制部の責任で作成された『民事訴訟法（IT化関係）等の改正に関
する中間試案』も公表された2）。新型コロナ・ウイルス感染症が世界的に蔓延し、コ
ロナ禍の収束の目途さえ立っていない現在において、民事裁判の ICT化の実現は、

1）　これについては、たとえば、川嶋四郎「誰一人取り残さない『民事訴訟の ICT化』に向けた
総論的な緊急課題」判例時報2480号87頁（2021年）、同「『民事訴訟の ICT化』についての基
礎的課題──『民事訴訟法（IT化関係）等の改正に関する中間試案』の公表を機縁として」
同志社法学422号23頁（2021年）等を参照。なお、本稿では、これらの論考でだけではなく、
かなり以前から指摘してきたように、「IT化」と呼ばれている公的な制度改革については、コ
ミュニケーションに力点を置くために、「ICT化」と呼んでいる。

	 　また、日本における「民事裁判の ICT化論」に関する歴史的な展開については、たとえば、
川嶋四郎＝笠原毅彦＝上田竹志『民事裁判 ICT化論の歴史的展開』（日本評論社、2021年〔近刊〕）
を参照。

2）　たとえば、商事法務編『民事訴訟法（IT化関係）等の改正に関する中間試案』別冊 NBL175
号11頁以下等（商事法務、2021年）を参照。Web上では、法務省が、この中間試案（URL : 
http://www.moj.go.jp/content/001342957.pdf.）と補足説明（URL : http://www.moj.go.jp/content/ 
001342958.pdf.）を公表している。
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安心かつ安全な民事裁判を実施するための緊急課題であるだけではなく、「正義・司
法へのユビキタス・アクセス」を飛躍的に向上させ発展させるための重要な課題でも
ある3）。
　ところで、近時、中華人民共和国民事訴訟法の発展が著しい4）。
　中国では、1978年における改革開放政策への転換以降、1992年に、社会主義的市
場経済を導入することとなった。そのような動きに呼応するかたちで、1991年には、
中華人民共和国民事訴訟法が制定され、2007年の改正を経て、2012年に大きな改正
が行われた。その改正を補充するために、2015年には、最高人民法院による「『中華
人民共和国民事訴訟法』適用に関する解釈」（いわゆる「民事訴訟法司法解釈」）が公
表され施行された5）。
　その後、中国では、まずパイロット方式で、杭州、北京および広州の人民法院にお
いて「裁判の ICT化」が実施され、ICT化された裁判所における裁判実践が積み重ね
られることになったが、ごく最近、中華人民共和国は、訴訟の ICT化を全国的に推
進するための規則を公表した。それが、2021年５月18日に最高人民法院裁判委員会
第1838回会議により採択された、「人民法院オンライン訴訟規則（人民法院在线诉讼

规则）」（以下、「本規則」とも呼ぶ。）である。これには、民事訴訟の ICT化だけで
はなく、強制執行や刑事訴訟の ICT化も含まれており、2021年８月１日から施行さ
れる予定である（校正時の確認により、施行とのことである。）。本規則は、2021年
６月16日に、最高人民法院から、2021年司法解釈第12号として公布されている6）。
　その制定の理由は、以下のように記されている。

　「オンライン訴訟活動〔訴訟行為〕の推進および規範化を図り、オンライン訴

3）　たとえば、川嶋四郎「『e- サポート裁判所』システムの創造的構築のための基礎理論──『IT

活用』による『正義へのユビキタス・アクセス』構想」法学セミナー653号36頁、37頁（2009年）、
同「『司法へのユビキタス・アクセス』の一潮流──シンガポール裁判所の21世紀」『民事手続
における法と実践〔栂善夫先生・遠藤賢治先生古稀祝賀〕』21頁、21頁（成文堂、2014年）等
を参照。

4）　これについては、たとえば、吉村徳重＝上田竹志編『日中民事訴訟法比較研究』（九州大学出
版会、2017年）、小嶋明美『現代中国の民事裁判』（成文堂、2006年）等を参照。本稿の訳語等
については、これらの書籍に負うところが大きい。

5）　吉村徳重「中国民事訴訟法の比較法的特徴──当事者主義と職権探知・職権主義の交錯」吉
村＝上田編・前掲書注（4）３頁、３－４頁参照。

6）　http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-309551.html.
　　　なお、2021年５月31日には、「最高人民法院によるインターネット上の紛争10大典型事例」

が公表された。そこでは、知的財産権事件のほか、民商事事件や刑事事件等の典型的な事例が
紹介されている。http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-306391.html.
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訟規則を整備し、法に基づき、当事者およびその他の訴訟参加人等、訴訟主体
の合法的権利を保障し、かつ、審理の公正さと効率性を確保するために、『中華
人民共和国刑事訴訟法』、『中華人民共和国民事訴訟法』、および、『中華人民共
和国行政訴訟法』等の関連法規に従い、かつ、人民法院の裁判実務と結び付けて、
本規則を制定する。」

　以下では、まず、「人民法院オンライン訴訟規則」の法文を試訳として示し（→２）、
次に、最高人民法院が同時に公表した「人民法院オンライン訴訟規則」の解説につい
て紹介することにしたい（→３）。この解説については、直訳ではなく、分かりやす
く構成し、見出し等を付した部分もあることを、あらかじめお断りしたい。
　なお、本稿の最後に、日本法への示唆を目指して、若干のコメントを付した（→４）。
ただし、本稿の問題意識は、日本の「民事裁判・民事訴訟の ICT化」との関係で、「人
民法院オンライン訴訟規則」を紹介することにあることも、あらかじめお断りしてお
きたい。

２　「人民法院オンライン訴訟規則」の法文7）

第１条［オンライン訴訟の意味と効力］
　①	人民法院、当事者およびその他の訴訟参加人等は、電子化訴訟プラットフォーム
（以下「訴訟プラットフォーム」と略称する。）によって、インターネットまたは
専属ネットワークを通じて、オンラインにより、立案〔訴状の受理〕、調解〔法
院調停〕、証拠の交換〔相互証拠提出〕、尋問、法廷審理、送達等の全部または一
部の訴訟過程を実施することができる。

　②	オンライン訴訟活動〔訴訟行為〕とオフライン訴訟活動〔訴訟行為〕〔非オンラ
イン訴訟行為（原文は、「線下」訴訟行為）〕は、同一の法的効力を有する。

第２条［オンライン訴訟の基本原則］
　人民法院は、オンライン訴訟を実施する際に、下記の原則を遵守しなければならな
い。
　　１	　公正と効率化の原則。法を厳守してオンライン訴訟活動を実施し、裁判手続

を整備し、審理制度を健全化し、技術面の保障を強化し、司法の効率性を高め、
かつ、司法の公正を確保する。

7）　以下の訳出に際しては、便宜的に、［　］内に条文の見出しを付加し、また、（　）は原文で
あるが、〔　〕内に本稿の筆者が文言を付加した。
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　　２	　合法性の確保と参加自由の原則。当事者およびその他の訴訟参加人の訴訟の
方法に対する選択権を尊重・保障し、当事者およびその他の訴訟参加人の同意
がない限り、人民法院は、強制的にオンライン訴訟を実施し、または、訴訟方
式を変更して、オンライン訴訟を実施してはならない。

　　３	　権利保障の原則。当事者の各種訴訟上の権利を十分に保障し、提示と説明お
よび告知の義務を強化しなければならず、恣意的に訴訟手続を削減し、または、
当事者の訴訟上の権利を毀損してはならない。

　　４	　民衆のために利便性を図る原則〔便民利民の原則〕。オンライン訴訟サービ
スを最善化し、訴訟プラットフォームの機能を整備し、IT技術の応用を強化し、
当事者の訴訟コストを軽減し、かつ紛争解決の効率を高めるために努めなけれ
ばならない。また、様々なグループの人々の幅広い法的要求に応じて、未成年
者、高齢者および障害者等の特殊なグループに対して、訴訟案内〔訴訟ガイダ
ンス〕を強化し、また、必要に応じて適切な司法上の便宜を付与しなければな
らない。

　　５	　安全と信頼の原則。法により国家の安全を維持し、国家機密、営業秘密、私
人のプライバシーと個人情報を保護し、オンライン訴訟に関わるデータ情報の
安全性を確保する。技術の応用を規範化し、技術およびプラットフォームの中
立性を確保すべきである。

第３条［オンライン訴訟案件〔訴訟事件〕の適用範囲］
　人民法院は、案件〔事件〕の事情と当事者の意思および技術的水準等の要素を総合
的に考慮し、下記の案件に対して、オンライン訴訟を実施することができる。
　　１	　民事または行政訴訟の案件
　　２	　刑事簡易手続、減刑、仮釈放に関わる案件、または、その他の特殊な理由に

よりオフライン訴訟〔非オンライン訴訟〕に相応しくない刑事案件
　　３	　民事特別手続、督促手続、倒産手続または非訴（非訟）執行手続の審査に関

わる案件
　　４	　民事、行政執行または刑事案件の附帯民事訴訟〔附帯私訴〕の強制執行に関

わる案件
　　５	　その他のオンライン審理に適合する案件

第４条［オンライン訴訟の適用条件］
　①	人民法院は、オンライン訴訟を実施する場合には、当事者の同意を得なければな
らず、オンライン訴訟の適用についての具体的な局面、主要な形式、権利義務、
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法的効果および操作方法等を告知しなければならない。
　②	人民法院は、当事者によるオンライン訴訟に対する意思表示を、下記の方法で処
理をしなければならない

　　１	　当事者自らがオンライン訴訟の適用を選択する場合には、人民法院は、改め
てその同意を求めることなく、当該訴訟手続を直ちにオンライン方式で行うこ
とができる。

　　２	　双方の当事者ともにオンライン訴訟の適用に同意する場合には、当該訴訟手
続はオンライン方式で行うことができる。

　　３	　一方当事者がオンライン訴訟の適用に同意するが、他方当事者が同意しない
場合には、当該訴訟は、同意する当事者側がオンライン方式で、同意しない当
事者側がオフライン方式〔非オンライン方式〕で行うことができる。

　　４	　当事者が一部の訴訟手続に対してのみ自らオンライン訴訟を選択し、または、
その適用に同意する場合には、人民法院は、その当事者がその他の訴訟手続に
対してオンライン訴訟の適用に同意すると推定することはできない。

　③	人民検察院が関与する案件に対して、オンライン訴訟を適用する場合には、人民
検察院の同意を得なければならない。

第５条［オンライン訴訟とオフライン訴訟の切替え］
　①	訴訟の過程において、当事者がオンライン訴訟を追行する能力に欠け、または、
オンライン訴訟の要件を具備せず、あるいは、当該訴訟手続はオンライン方式で
行うことに相応しくない等のいずれかの事情が存在する場合には、人民法院は、
当該訴訟手続の局面を、オフライン方式で行うことに、切替えなければならない。

　②	当事者は、既に当該訴訟手続につきオンライン訴訟の適用に同意したにもかかわ
らず、訴訟の途中でその撤回を求める場合には、当該訴訟活動〔訴訟行為〕を展
開する前の合理的な期間内にこれを申し出なければならない。この場合には、審
査を経て、人民法院は、当事者に故意で訴訟を遅延させる等の不当な事情がない
と認めるときには、当該訴訟手続の局面は、オフライン方式に切り替えることが
できる。

　③	調解、証拠の交換、尋問、審尋または法廷審理等の訴訟手続を行う際に、一方当
事者が他方当事者または訴訟参加人にオンライン方式で訴訟に参加することを求
める場合には、具体的な理由を提出しなければならない。その場合には、審査を
経て、人民法院は、案件に複雑多岐にわたる事情があるため証人がオフラインで
証言することを要し、または、オフライン方式で立証、尋問、陳述または弁論の
いずれかが必要であると認める場合には、当該訴訟手続は、オフライン方式に切
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り替えることができる。

第６条［オンライン訴訟に同意する場合の法的効果］
　当事者は、既にオンライン訴訟の適用に同意したものの、正当な理由なく、オンラ
イン訴訟活動に参加しない場合、または、当該訴訟活動を行わない場合で、かつ、合
理的な期限内にオフライン方式に切り替える旨の申立てを行わない場合には、法律と
司法解釈の関連規定に照らして、相応の法的責任を負わなければならない。

第７条［身分確認〔本人確認〕］
　①	オンライン訴訟に参加する訴訟主体は、あらかじめ訴訟プラットフォームにおい
て実名登録をしなければならない。人民法院は、その身分証明書に掲載する証明
写真をオンラインで照合し、または、身分証明書をプラットフォームで確認する
等の方法を通じて、訴訟主体の実名、登録済みの携帯電話番号、住民身分証明書
番号、パスポート番号、統一社会信用コード等の情報を審査し、訴訟主体の身分
の真実性を確認しなければならない。訴訟主体は、オンライン身分認証を完了し
た後に、訴訟プラットフォームにログインするための専用アカウントを取得する。

　②	オンライン訴訟に参加する訴訟主体は、訴訟プラットフォームの専用アカウント
と暗証番号を、適切に保管しなければならない。アカウントが盗取され、または、
システム・エラー等の事情が証明できる証拠を有する場合を除き、専用アカウン
トを使用して訴訟プラットフォームにログインした後に行った行為〔訴訟活動〕
は、被認証者自らによる行為とみなす。

　③	人民法院は、オンラインでの調解、証拠の交換、または、法廷審理等の訴訟活動
を行う場合には、再度、訴訟主体の身分を確認しなければならない。必要と認め
る場合には、オフライン方式で再びその身分を認証しなければならない。

第８条［オンライン調解］
　人民法院、特任調解組織、特任調停員は、オンライン訴訟プラットフォームまたは
人民法院の調解プラットフォームを通じて、オンライン調解活動〔調解行為〕を行う
ことができる。オンライン調解は、法律および司法解釈の関連規定の趣旨に従って実
施しなければならない。また、法に従って、国家機密、私人のプライバシー、または、
その他、開示〔公開〕の相当性を欠く情報を保護すべきである。

第９条［オンライン訴状受理］
　①	当事者がオンライン方式で訴訟を提起する場合には、人民法院は、訴状〔提訴資
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料〕を受け取れば、法定期限以内に、オンラインで下記の処理を行わなければ
ならない。

　　１	　訴え提起の要件を満たす場合には、立案〔提訴受理〕の登録をし、受理通
知書、訴訟費用納付通知書、および、立証通知書等の訴訟文書を送付する。

　　２	　提出した文書〔提訴の資料〕が訴え提起の要件を満たさない場合には、速
やかにその補正を通知し、補正の内容および期限を一括して通知する。なお、
案件の受理期間は、補正文書を受け取った日の翌日から起算する。

　　３	　訴え提起の要件を満たさず、または、訴状が補正されても依然として訴え
提起の要件を満たさない場合において、原告が強いて訴えを提起しようとす
る場合には、法に従って、これを受理しないこと、または、立案しないこと
を決定する。

　②	当事者が、既にオンラインで訴え提起の要件を満たす訴状等の提訴資料を提出
した場合には、人民法院は、改めて当事者に書面での提出を求めてはならない。

　③	上訴、再審申立て、特別手続、および、強制執行等の案件のオンライン受理規
則について、本条の第１項および第２項を準用する。

第10条［オンライン訴訟対応への同意］
　①	案件にオンライン訴訟を適用する場合には、人民法院は、被告、被上訴人また
はその他の訴訟参加人に通知し、かつ、オンライン方式で訴訟に参加すること
を同意するか否かを尋ねなければならない。被通知者はオンライン方式による
裁判に同意する場合には、通知の受領日から３日間以内に、訴訟プラットフォ
ームで身分および関連案件の認証を受けなければならない。また、それ以降の
訴訟活動で訴訟プラットフォームを通じて、案件の関連情報を取得し、または、
訴訟文書を受け取りもしくは提出し、あるいは、その他の訴訟活動を実施しな
ければならない。

　②	被通知者が、オンライン方式による裁判を行うことに明確な同意をせず、かつ、
人民法院が指定した期間内に、訴訟プラットフォームに登録およびログインし
ない場合には、通知された者に関する訴訟活動は、オフライン方式〔非オンラ
イン方式〕で行うものとする。

第11条［電子化資料の提出］
　①	当事者は、訴状、答弁書、反訴状、代理意見書等の訴訟文書を、直接、訴訟プ
ラットフォームに入力することができる。

　②	当事者は、ファイルスキャン、撮影、転写等の方法を通じて、非オンライン方
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式の訴訟文書または証拠物を電子化してから、訴訟プラットフォームにアップロ
ードすることができる。また、訴訟資料は、電子化資料であり、かつ訴訟プラッ
トフォームは当該電子化資料を保存しているプラットフォームと接続できる場合
には、当事者は、電子化資料を直接、訴訟プラットフォームに提出することがで
きる。

　③	当事者が、電子化資料を提示することが明確に困難である場合には、人民法院は、
当事者を補助し、オフライン文書〔非オンライン文書〕を電子化することにより、
訴訟プラットフォームに取り込むことができる。

第12条［電子化資料の取扱いと原本等の提出］
　当事者は、電子化資料を提出し、人民法院の審査を通過した後において、直接、訴
訟過程において使用することができる。ただし、訴訟の際に下記の事情がある場合に
は、人民法院は、当事者に対し、原本または現物の提出を求めなければならない。
　　１	　相手方当事者が、当該電子化資料が原本または現物に一致しないとし、かつ、

合理的な理由および根拠を提出する場合
　　２	　電子化資料に欠陥があり、または、内容が不明である場合、あるいは、書式

が規範に適合していない場合
　　３	　人民法院の公文書、ファイル記録に関する規定に従って、原本または現物の

提出を求める場合
　　４	　人民法院が、原本または現物を提出する必要があると認めた場合

第13条［電子化資料の真実性についての審査］
　当事者が電子化資料を提出し、かつ、下記の事情のいずれかに該当する場合には、
人民法院は、原本または現物の要件を満たすと認定することができる。
　　１	　相手方当事者が、当該電子化資料がその原本または現物と一致することにつ

いて異議を唱えない場合
　　２	　電子化資料の成立過程が、既に公証機関により公証された場合
　　３	　電子化資料を既に従前の訴訟手続で提出し、かつ、それが人民法院で認証を

受けている場合
　　４	　電子化資料が、既にオンライン方式またはオフライン方式を通じて、原本ま

たは現物と対照され、一致が認められた場合
　　５	　電子化資料は原本または現物と一致することを証明するその他の証拠がある

場合
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第14条［オンラインでの証拠の交換方法と効力］
　①	人民法院は、当事者の選択と案件の事情に従い、オンラインで証拠の交換を行う
ことができる。また、同期または非同期の方式を通じて、オンライン立証と弁論
を行うことができる。

　②	各当事者は、同期オンライン方式による証拠の交換を選択する場合には、人民法
院が指定した時刻に訴訟プラットフォームにログインし、オンラインでのビデオ
通話またはその他の方法を通じて、既に訴訟プラットフォームに取り込み済みの
証拠資料またはオフライン方式〔非オンライン方式〕で送達した証拠資料の写し
に対し、集中して弁論を行わなければならない。

　③	各当事者は、非同期オンライン方式による証拠の交換を選択する場合には、人民
法院が定めた合理的な期間内に、各自訴訟プラットフォームにログインしており、
訴訟プラットフォームに取込み済みの証拠資料を確認し、かつ弁論を行わなけれ
ばならない。

　④	各当事者は、全員がオンラインによる証拠の交換に同意したにもかかわらず、具
体的な方法〔同期オンライン方式と非同期オンライン方式のどちらの方式を採用
するか〕に対して意見が一致していない場合には、同期オンライン方式で証拠の
交換を行うものとする。

第15条［電子化証拠資料の証拠能力］
　当事者が証拠として提出した電子化資料および電子データに対し、人民法院は、法
律および司法解釈の関連条文の趣旨に照らして、当事者による立証および弁論を経て
から、法に従って、その真実性と合法性および関連性を認定しなければならない。ま
た、人民法院により、その真実性の認証を受けない証拠は、事実認定のための証拠と
することができない。

第16条［ブロックチェーン技術〔暗号技術としての分散型台帳技術〕で保存している
データの効力］
　当事者が証拠として提出した電子データは、ブロックチェーン技術を通じて保存さ
れ、かつ技術上の検証を経て、その一致が認められる場合には、人民法院は、当該電
子データに改竄がないと認めることができる。ただし、当該認定を覆すに足りる反対
証拠がある場合は、この限りでない。

第17条［ブロックチェーン技術で保存しているデータ関係規則］
　当事者は、ブロックチェーン技術で保存しているデータの真実性に対して異議を申
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し立て、かつ、それが合理的な理由を有する場合には、人民法院は、下記の要因と結
び付けて判断すべきである。
　　１	　証拠保存プラットフォームは、これと関係する国家機関によるブロックチェ

ーン証拠保存サービスの関連規定を満たすか否か
　　２	　当事者と証拠保存プラットフォームとの間に利害関係があるか否か、または、

不当な技術的方法を利用して証拠調べまたは証拠保存の手続に干渉したか否か
　　３	　証拠保存プラットフォームの情報システムは、廉潔性、安全性、信頼性また

は利用可能性に関する国家基準または業界基準を満たすか否か
　　４	　証拠保存の技術と手続は、システム環境、技術の安全性、暗号化の方法、デ

ータ通信、および、情報検証等に関する国家基準または業界基準の要件を満た
すか否か

第18条［ブロックチェーン化前のデータの真実性に対する審査］
　①	当事者は、電子データをチェーン化する前に既に真実性を失ったと主張しつつ、
証拠を提出し、または、その理由を説明する場合には、人民法院は、これを審査
しなければならない。

　②	人民法院は、案件の事情に従って、ブロックチェーン技術で保存している電子デ
ータを提出した一方当事者に対し、電子データをチェーン化する前の真実性を証
明する証拠の提供を要求し、かつ、電子データをチェーン化する前の具体的な情
報源、成立手続、保存過程、公証機関による公証文書、第三者による証言、また
は、関連の証明データ等の事情と結び付けて、総合的に判断することができる。
また、当事者が、当該証拠を提出できない場合、または、合理的な説明をするこ
とができない場合で、当該電子データはその他の証拠と互いに証明し合うことも
できないときには、人民法院は、その真実性を認めないものとする。

第19条［ブロックチェーン技術で保存するデータの真実性についての検証］
　当事者は、専門知識を有する者によりブロックチェーン技術で保存する電子データ
に関する技術上の問題について、意見を申し出ることができる。また、人民法院は、
当事者の申立てまたは職権で、ブロックチェーン技術で保存する電子データの真実性
について、鑑定を嘱託し、または、その他の関連証拠を取調べることにより検証を実
施することができる。

第20条［非同期審理の適用範囲と要件］
　①	各当事者の同意を経て、人民法院は、当事者に対し、一定の期間内に各自が訴訟
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プラットフォームにログインし、非同期の方法で、調解、証拠の交換、取調べ、
尋問および法廷審理等の訴訟活動を行うことができる。

　②	少額訴訟手続または民事、行政簡易手続に適用する案件のうち、下記の事情に該
当する場合には、人民法院および当事者は、指定された期限以内に裁判手続の段
階ごとに、ビデオ映像を撮影し、かつ、訴訟プラットフォームにアップロードす
ることにより、非同期の方法で裁判を行うことができる。

　　１	　各当事者が同時に法廷審理に参加するのが明確に困難な場合
　　２	　一方当事者が申請書類を提出し、各当事者全員がこれを同意する場合
　　３	　案件がオンラインによる証拠の交換もしくは証拠調べおよび証人尋問手続を

経て、各当事者が案件の主な事実および証拠について異議がない場合

第21条［オンライン裁判の適用範囲と要件および方法］
　①	人民法院により審理する案件は、当事者の意思、案件の事情、社会的影響、また
は、技術的水準等の事情に従って、ビデオ方式によるオンライン裁判を実施する
か否かを決定しなければならない。ただし、下記の事情に該当する場合は、この
限りでない。

　　１	　各当事者全員が、同意しない意思表示を明確にしないか、または、一方当事
者が同意せず、かつ、それにつき正当な事由を有する場合

　　２	　各当事者がオンライン裁判に参加する技術上の条件および能力を有しない場
合

　　３	　法廷審理の場で身分確認をし、または、原本を照合し、実物を検証する必要
がある場合

　　４	　案件が複雑多岐にわたり、または、証拠が多数であるため、オンライン裁判
では事実の究明および法の適用に悪影響が及ぼされる場合

　　５	　国家の安全または国家の機密に関わる場合
　　６	　大きな社会的影響を有しており、幅広く注目されている場合
　　７	　人民法院は、オンライン裁判に相応しくないその他の理由があると認める場

合
　②	オンライン裁判で行う案件が、審理の際に上記の事情のいずれかに該当する場合
には、人民法院は、当該審理手続を速やかにオフライン方式に切り替えなければ
ならない。ただし、既に完了したオンライン訴訟活動は、法的効力を有するもの
とする。

　③	オンライン証人尋問の適用範囲と要件は、オンライン裁判の関連規則を準用する。
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第22条［オンライン裁判における弁論権等の保障］
　オンライン裁判を適用する案件は、法律と司法解釈の関連条文の趣旨に照らして、
審理前の準備、法廷取調べ、口頭弁論等の裁判活動〔裁判行為〕を行い、当事者によ
る回避要求〔忌避〕、立証、尋問、陳述または弁論等の権利を保障しなければならない。

第23条［公告の送達に関わる案件へのオンライン裁判の適用］
　公告の送達を要する案件について、人民法院は、当該公告で、オンラインまたはオ
フライン方式で裁判を行う具体的な方法を明確にすることで、当事者に対してオンラ
イン裁判を選択する権利を告知することができる。また、公告された当事者は、裁判
が開始する前に、人民法院に対して、オンライン裁判に同意する意思表示をしない場
合には、公告された当事者のみに対し、オフライン方式〔非オンライン方式〕の裁判
を行う。ただし、オンライン裁判の適用に同意した当事者は、オンライン裁判に参加
することができる。

第24条［オンライン裁判所の環境］
　①	オンライン裁判活動を行う際には、人民法院は、環境を整えたオンライン裁判所
を設置しなければならない。オンライン裁判所は、国章をビデオ映像に顕著な位
置に設置し、また、裁判官および裁判席の名札を合理的な位置に設置しなければ
ならない。なお、特殊な事情があるために、オンライン裁判所以外の場所で審理
を行うことが必要な場合には、当該裁判所長の同意を得なければならない。

　②	オンライン裁判に参加する者は、静謐で、妨害がなく、明るく、インターネット
の接続状態が良く、かつ、相対的に閉鎖的な場所を選ばなければならない。また、
音声と映像の品質に影響し、または、裁判活動の荘厳さを損なう可能性のある場
所においては、オンライン裁判に参加することは許されない。必要な場合には、
人民法院は、当事者に対し、指定した場所でオンライン裁判に参加するように求
めることができる。

第25条［オンライン裁判の紀律］
　①	オンライン裁判に参加する者は、司法上の礼儀作法を尊重し、かつ、裁判所の紀
律を遵守しなければならない。人民法院は、オンライン裁判の特徴に照らして、
「中華人民共和国人民法院規則」の関連規定を適用する。

　②	人民法院は、インターネット・ネットワークの接続故障、設備の破損、停電また
は不可抗力等の事由を除き、当事者がオンライン裁判に参加しない正当な理由を
有しない場合には、「出廷拒否」とみなす。また、裁判の際に無断で退席し、指
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示もしくは注意を受けたにもかかわらず、依然として改めない場合には、「途中
退廷」とみなし、法律および司法解釈の関連規定に照らして、これを処理するも
のとする。

第26条［証人のオンライン出廷］
　①	証人がオンライン方式により出廷する場合には、人民法院は、その場所を指定し、
または、独自のオンライン・チャット室を設置する方式により、証人が、法廷審
理を傍聴しないこと、および、その他の訴訟参加人の干渉を受けないことを、保
障しなければならない。また、当事者は、証人のオンライン出廷に対して異議を
申し立て、かつ、それにつき合理的な理由があり、または、人民法院がその必要
があると認める場合には、証人に対し、オフライン方式で証言するように、求め
なければならない。

　②	鑑定人または検証人あるいは専門知識をもつ者が、オンライン裁判に参加する場
合については、前項の規定を準用する。

第27条［オンライン裁判の公開］
　①	オンライン裁判を適用する案件は、法律および司法解釈の関連規定に照らして、
口頭弁論・公判活動を公開しなければならない。

　②	国家安全、国家機密、または、私人プライベートに関わる案件について、その裁
判過程をインターネットで公開してはならない。また、未成年者、営業秘密、ま
たは離婚等に関わる民事案件に対し、当事者の申立てにより、オンライン裁判の
過程をインターネット上で公開しないようにすることができる。

　③	人民法院の同意がなければ、すべての者は、オンライン裁判の音声、映像および
写真を無断で録画、切取りまたは配信してはならない。

第28条［オンライン訴訟に対する妨害］
　オンライン訴訟の参加者が、故意に本規則の第８条［オンライン調解］、第24条［オ
ンライン裁判所の環境］、第25条［オンライン裁判の紀律］、第26条［証人のオンラ
イン出廷］および第27条［オンライン裁判の公開］の規定に違反し、オンライン訴訟
を妨害する活動をなす場合には、人民法院は、訴訟妨害に関する法律および司法解釈
の規定に従って、これを処理することができる。

第29条［電子方式による送達の方式と範囲および要件］
　①	受送達者の同意を経て、人民法院は、送達プラットフォームを通じて、受送達者
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のメールアドレス、即時通信アカウント、訴訟プラットフォーム専用アカウント
等の電子アドレスに対し、法律および司法解釈の関連規定に従い、訴訟文書およ
び証拠資料を送達することができる。

　②	下記の事情のいずれかに該当する場合には、人民法院は、受送達者が電子方式に
よる送達〔電子送達〕に同意したものと推定することができる。

　　１	　受送達者が、明確に同意の意思表示をした場合
　　２	　受送達者が、訴訟前に既に電子送達の適用に対して約定または承諾をした場

合
　　３	　受送達者が、訴状、上訴状、申立書または答弁書を提出する際に、自ら送達

を受け取る電子アドレスを提供した場合
　　４	　受送達者が、メッセージの着信確認または訴訟参加等の方法を通じて、送達

済みのものを受領し、かつ、電子送達に対して明確な反対をしない場合

第30条［電子送達の確認］
　人民法院は、電話による確認または訴訟プラットフォームによるオンライン確認、
あるいは電子メールにより送達確認書を送信する等の方法により、受送達者が電子送
達に同意するか否か、および、受送達者が電子送達を受け取る具体的な方法と住所、
ならびに、電子送達の適用範囲、効力、送達場所の変更方法、または、その他の告知
を要する事項を通知することができる。

第31条［電子送達の効力発生基準］
　①	人民法院が、受送達者自らが提供し、または、確認した電子アドレスに送達する
場合には、当該情報が受送達者の電子アドレスに属するシステムに到着したとき、
これを送達済みとみなす。

　②	受送達者が、有効な電子送達のアドレスを提供せず、または、確認しない場合に
は、人民法院が、受送達者本人のものと認定できるアドレスに送達したときに、
下記の事情に従って効力が発生するか否かを判断する。

　　１	　受送達者が受信済みと返事し、または、送達の内容に従って関連の訴訟活動
を行った場合には、これを有効な送達の完了とみなす。

　　２	　受送達者の電子アドレスが属するシステムが受送達者の閲覧済みと返信し、
または、受送達者の受取済みが証明できるその他の証拠を有する場合には、こ
れを送達の完了と推定することができる。ただし、受送達者が、システム・エ
ラーが存在したこと、または、送達の住所が本人のものでないこと、あるいは、
本人による閲覧でないことを証明する場合は、この限りでない。
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　③	人民法院は、電子送達を行う際に、すべての過程を追跡し、かつ電子送達証明書
を作成しなければならない。また、当該電子送達証明書は、送達証明書と同一の
効力を有する。

　④	同一内容の送達資料に対し、複数の電子方式を通じて受送達者に送付する場合に
は、最初に完了した有効な送達の時刻を、効力発生時とみなす。

第32条［電子送達に付随する通知］
　①	人民法院は、電子送達に適合する案件において、携帯電話メッセージ、即時通信
アプリケーションまたは訴訟プラットフォーム等の方法を同時に用いて、受送達
者に対して、関連資料を閲覧し、または、受取り、あるいは、ダウンロードする
ように、通知することができる。

　②	人民法院は、電子送達に適合する案件において、携帯電話メッセージ、即時通信
アプリケーションまたは訴訟プラットフォーム等の方法を同時に用いて、受送達
者に対して、関連資料を閲覧し、または、受取り、あるいは、ダウンロードする
ように、通知することができる。

第33条［オンライン署名と確認および受領］
　オンライン訴訟を適用する案件において、各訴訟主体は、オンライン確認または電
子押印等の方法を通じて、調解書、調書、電子送達証明書、または、その他の訴訟資
料を確認し、受領することができる。

第34条［電子記録書］
　オンライン訴訟に適合する案件に対し、人民法院は、調解、証拠の交換、法廷審理
および合議等の訴訟手続において、電子調書を同時に作成しなければならない。電子
調書は、オンライン方式で確認された後に、書面調書と同一の法的効力を有する。

第35条［電子記録ファイル］
　①	オンライン訴訟に適合する案件において、人民法院は、技術上の方法を用いて電
子記録ファイルを法廷審理と同時に作成しなければならない。また、電子記録フ
ァイルの文書化、ファイリング、保存、または、利用等は、ファイル管理の関連
規定に従い実施しなければならない。

　②	案件において書面以外の資料または書面資料がすべて電子資料に変換された場合
には、第１審人民法院は、電子記録資料を用いて、書面記録資料に代えて、上訴
回付を行うことができる。
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　③	オンライン訴訟に適合する案件において書面記録ファイルがある場合には、ファ
イル管理の関連規定に従い、文書の作成、編綴、または、保存しなければならな
い。

第36条［オンライン強制執行手続］
　①	裁決済みの案件におけるオンラインでの立案、電子資料の提出、和解の執行、当
事者尋問または電子送達等の手続については、本規則の関連規定を適用する。

　②	人民法院は、財産探知システム、インターネット価格見積プラットフォーム、イ
ンターネット競売プラットフォーム、または、信用懲戒システム等を通じて、オ
ンラインでの調査、差押え、仮差押え、〔口座〕凍結、〔口座〕引落し、価値変更、
または、懲戒等の強制執行手続を実施することができる。

第37条［刑事案件のオンライン審理］
　①	本規定の第３条［オンライン訴訟案件の適用範囲］第２項の規定に該当する刑事
案件において、検察官、当事者または弁護人の同意に基づき、案件の事情に従っ
て、オンライン方式により、被告人を尋問し、公判、判決を行うことができる。

　②	オンライン方式で行う場合、下記の事情に照らして各々が対応する。
　　１	　被告人または犯罪者が拘束中の場合には、拘置所または刑務所等においてオ

ンライン裁判に参加することができる。
　　２	　被告人または犯罪者が拘束されていないが、特殊な理由で法廷審理に参加で

きないことが確実な場合には、人民法院が指定する場所において、オンライン
裁判に参加することができる。

　　３	　証人または鑑定人は、オフライン方式〔非オンライン方式〕により、裁判に
参加しなければならない。ただし、法律および司法解釈に特別の規定がある場
合は、この限りでない。

第38条［オンライン訴訟のデータ保護］
　オンライン訴訟に参加する関係主体は、データの安全および個人情報保護に関する
法律および規則を遵守し、かつ、データの安全確保および個人情報の保護義務を履行
しなければならない。人民法院が法に従って開示〔公開〕したものを除き、すべての
者は、違法にオンライン訴訟データを漏洩または送信あるいは使用してはならない。
このような事情が発生した場合には、人民法院は、具体的な事情に照らし、データ安
全、個人情報の保護または訴訟妨害活動〔訴訟妨害行為〕に関する法律および司法解
釈の規定に従い、当該法人または個人の責任を追及することができる。犯罪を構成す
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る場合には、法に従い、当事者の刑事責任を追及するものとする。

第39条［雑則］
　本規則は、2021年８月１日から実施する。また、最高人民法院による従前の司法
解釈がオンライン訴訟に関わる規定については、それが本規則と一致しない場合には、
本規則を適用する。

３　「人民法院オンライン訴訟規則」の解説

　「人民法院オンライン訴訟規則」（以下、「本規則」という）は、全部で39ケ条があり、
オンライン訴訟の法的効果、基本原則および適用要件を明記している。その内容は、
オンラインによる立案〔訴状の受理〕、調解〔法院調停〕、証拠の交換〔相互証拠提出〕、
法廷審理、判決および送達等の訴訟手続を網羅している。また、本規則は、司法解釈
を通じて初めて、完備された訴訟システム、明確な方向付け、および、実務的かつ有
効なオンライン訴訟システムを構築することとなった。
　本規則が施行されることは、人民法院が「習近平法治思想」を貫徹する重要な成果
であり、当事者の権利保障、民衆による訴訟提起の利便性、裁判の質と効率の向上、
「中国の特色を有し、かつ世界的に見ても先駆的なもの〔中国的な特色をもつ世界の
先駆け〕」といった新しいオンライン訴訟モデルの形成にとっても、重要かつ意義深
いものがある。
　この規則の起草の背景、主な法思想および法実務における留意すべき重要な問題に
ついて、以下に説明する。

１）規則の起草の背景と主な法思想
　「インターネット時代の要求を満たす新しいタイプの管轄権規則または訴訟規則を
模索し、裁判方式または訴訟制度とインターネット技術との深い融合を推進する」こ
とは、『人民法院の５回目５ヶ年改革要綱（2019～2023）』において、重要な改革任
務の１つとして位置付けられる。
　近年、人民法院は、インターネットの発展という時代的要求に対して積極的に順応
し、公正、効率化、利便化および紛争解決方法の多様化等といった民衆の法的要求に
応え、オンライン裁判制度を穏健に推進するものである。
　すでに、杭州、北京および広州の３ケ所に設けられたオンライン裁判所は、技術的
優位性を発揮しており、すべての裁判過程をカバーするオンライン裁判制度を模索し、
裁判および執行の場面におけるビッグデータ、ブロックチェーン技術〔暗号技術とし
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ての分散型台帳技術〕、人工知能〔AI〕等の新しい技術の通用力を向上させる。各地
の裁判所は、「中国モバイル裁判所」プラットフォームを通じて、オンライン訴訟を
順次推し進め拡大していくことによって、裁判モデルのレベルアップの実現に努めて
いる。
　特に新型コロナ肺炎によるパンデミックの渦中において、オンライン訴訟は大きな
役割を果たしている。このような状況下でも、「裁判と執行は中断せず、公平と正義
の進歩は止まらない」ことを、実現したのである。したがって、オンライン訴訟は、
疫病の蔓延防止と経済社会の成長に、大いに貢献することになったのである。
　2018年から、最高人民法院は、「インターネット裁判の実施における幾つかの問題
に関する規定」（以下、「インターネット裁判所関係司法解釈」という。）と「民事訴
訟手続における複雑度分別システムの実験に関する実施要綱」（以下、「試行実施要綱」
という。）、および、「新型コロナ肺炎の蔓延防止措置期間におけるオンライン訴訟を
強化および規範化する通達」（以下、「コロナ禍オンライン訴訟強化通達」という。）
を相次いで公布しており、関連裁判所によるオンライン訴訟実務を指導している。
　しかし、総じて見た場合に、「インターネット裁判所関係司法解釈」も、「試行実施
要綱」も、また、「コロナ禍オンライン訴訟強化通達」も、特定の裁判所における特
定の時期および訴訟手続に向けられたものであり、全国の裁判所における訴訟の全過
程に適用できる、比較的強い効力を有するものではなかった。各地の裁判所には、た
とえ大量の経験を積み上げたとしても、オンライン訴訟の効力の不確実性、規則の不
明瞭性、基準の曖昧性、手続の不統一化、および、操作の未規範化等の問題等が存在
しているのである。
　したがって、最高人民法院は、深い調査と研究および討論を行い、インターネット
司法実務の成果を全面的にまとめたうえで、本規則を制定し、全国の裁判所によるオ
ンライン訴訟の主要な拠り所とすることにする。

　本規則の起草における主な法思想は、次のとおりである。
①民衆性の堅持

　まず、民衆性を堅持し、インターネット時代における民衆の法的要求に十分に応え
る。
　インターネット技術の普及に連れて、民衆は、訴訟のデジタル化、インターネット
化、利便化、訴訟の効率性の向上、および、訴訟コストの低減を推進することを強く
期待すると同時に、オンライン訴訟において、自分の権利が損なわれかねないことも
心配している。そのため、本規則は、このような状況に対し、臨機応変な対応可能性、
利便性、全天候性および操作の容易性といったオンライン訴訟の優位性を十分に発揮
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し、また、当事者の同意を大前提とし、当事者による訴訟モデルに対する選択および
訴訟手続における利益処分等の権利を尊重および保障し、司法の効率化と民衆の訴訟
上の合法的利益保護との統一を実現させることとする。
②規範性の重視

　次に、規範性を重視し、人民法院によるオンライン訴訟手続を創設することにした。
　本規則は、制度的障害の除去に焦点を合わせ、オンライン訴訟の法的効力を明確に
し、規則の不備を補足し、行動基準を統一させ、手続的規範を細かく制定している。
それと同時に、インターネット技術の著しい発展に鑑み、幾つかの領域の訴訟にはま
だ改革の余地があると考えている。そこで、本規則は、制度の柔軟性をも維持し、条
文の表現として、若干の「余地余白」を設けており、あらゆる場面を網羅することを
求めず、また、新しい技術の応用場面をめぐる問題について、各地の裁判所は、各自
の裁判実務と技術水準とを結び付けて、引き続き模索または細分化することができる
ようにしている。
③技術と司法の融合

　さらに、本規則は、時代的な特徴を示しており、技術と司法との融合について積極
的に適応する。
　本規則は、新しい技術と訴訟手続との融合的発展を実質的に規範化し、かつ積極的
に推進することを企図している。ブロックチェーンによる証拠保存、非同期の裁判手
続、オンライン裁判所の設置、電子送達、または、電子記録フイルム等の先端的な問
題に対し、法的効力、審査規則の定立、および、適用範囲等を、法に従って確認し、
また、データのセキュリティ確保、技術的中立性、および、プラットフォーム中立性
についても要請することにした。

２）オンライン訴訟の意味と効力について
　本規則の第１条は、オンライン訴訟の意味と効力を明記した。効力面では、オンラ
イン訴訟活動〔訴訟行為〕とオフライン訴訟活動〔非オンライン訴訟行為〕との間に
は、同一の効力を有すると定める。
　この含意としては、以下の３つの点を理解することができる。
①オンライン訴訟の形式について

　オンライン訴訟は、立案〔訴状の受理〕から執行までのすべての訴訟手続を包摂す
るが、必ずしもすべての手続をオンラインで実施するとは限らない。実務上、事件に
はそれぞれの特徴があり、その中にはオンライン方式による審理に相応しいものもあ
れば、オフライン方式による処理に適合するものもある。「全部オンライン方式」、「一
部オンライン方式」、または、「一部オンライン方式、残部オフライン方式」が想定で
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き、それらのすべてが、オンライン訴訟の形式に属する。
②オンライン訴訟のインターネットによる実施について

　オンライン訴訟は、インターネットまたは専用ネットといった２種類の方法で行う
ことができる。民事または行政等の案件について、オンライン訴訟活動は主にインタ
ーネットを通じて実施するが、人民法院は、データまたはシステムの安全性を確保す
ることを前提として、内部ネットと外部ネットとの間の相互接続を実現すべきである。
また、刑事案件について、オンライン訴訟は、一般的に外部ネットで行うことにより、
刑事案件を審理する際の技術的な要件を満たすことになる。
③オンライン訴訟の方法について

　オンライン訴訟は、主にオンライン訴訟プラットフォームを通じて実施する。全国
的に見れば、現時点における裁判所ごとの ICT化の規模と進捗度の異同に鑑み、本
規則で規定する「訴訟プラットフォーム」は、未だ抽象的な概念にすぎない。そこに
は、最高人民法院による統一の指導を通じて建設したプラットフォームも含まれれば、
また、各地の裁判所がその裁判実務と結び付けて自ら建設したプラットフォームも含
まれる。したがって、当該「訴訟プラットフォーム」は、オンライン訴訟の実施のた
めにサービスを提供する各種のプラットフォームの集合体である。将来的に、人工知
能裁判所（AI裁判所）の建設の進捗に連れて、電子化訴訟プラットフォームも規範
化し、かつ、システム化し、一体化に向かって少しずつ成長していくのである。

３）オンライン訴訟の基本的原則について
　本規則の第２条［オンライン訴訟の基本原則］は、「公正と効率化」、「合法かつ参
加自由」、「権利保障」、「民衆のために利便性を図ること」、および、「安全性と信頼可
能性」といった５つの原則を、オンライン訴訟の主な要請として確立した。
　「公正と効率化」は、オンライン訴訟の基本的な特徴である。その目的は、情報技
術を通じて裁判の質と効率性を向上し、公平と正義の実現を加速することにある。
　「合法性の確保と参加の自由」は、オンライン訴訟の前提である。当事者には、自
らオンライン方式またはオフライン方式による訴訟を選択する権利があるが、訴訟主
体の選択権に干渉すること、または、影響を与えることは、許されない。
　「権利保障」は、オンライン訴訟の核心的な要求である。人民法院は、当事者を補
佐して、その各種の訴訟上の権利をより十分、便利かつ速やかに行使するようにしな
ければならない。裁判所自らの利便性を図るために、当事者の権利を損害してはなら
ない。
　「民衆のために利便性を図ること」は、オンライン訴訟が目指す基本的な価値である。
その出発点は、当事者に訴訟の利便性を提供し、訴訟コストを低減し、異なる人々の
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グループに属する人々の訴訟追行能力および法的要求に対して総合的に配慮すること
によって、多様化しかつ精確化したオンライン訴訟サービスを提供することにある。
　「安全と信頼」の確保は、オンライン訴訟における基本的な保障である。各種の情
報技術の利用は、司法的規範および技術的倫理に適合しなければならない。これによ
って、データ・セキュリティを確保し、技術の不当な利用、または、プラットフォー
ムとの利益取引によって、司法の公正性と信頼性に対して悪影響を与えることは、避
けなければならない。

４）オンライン訴訟の適用範囲
　本規則の第３条［オンライン訴訟案件の適用範囲］では、オンライン訴訟手続の適
用範囲を明文化した。これにより、すべての民事、行政、非訟および執行手続に関す
る案件は、適用要件を満たす限り、オンライン方式による訴訟を採用することができ
る。
　しかし、刑事案件は、取調べ機関、検察機関、裁判機関との協調が必要なことに鑑
み、証拠の規格、権利保障、データセキュリティ等の方面では特別な要求があるため
に、オンライン訴訟は、法によって慎重に推進しなければならないことから、案件の
事情が複雑ではなく、手続が簡易な案件、または、検疫措置等の特殊な理由により非
オンライン方式による訴訟に相応しくない案件にだけ適用する。そのため、本規則の
第３条第２項では、この種類の案件おけるオンライン訴訟について、「刑事簡易手続、
減刑、仮釈放に関わる案件」に限定すると規定した。また、これについて第37条［刑
事案件のオンライン審理］でも、別途規定を設けた。
　本規則の第３条第５項は、オンライン訴訟の適用範囲を規定する「包括的一般条項」
である。すなわち、「オンライン方式による訴訟に適合するその他の案件」である。
法実務では、どのような案件に対し、「オンライン方式による訴訟」を採用するかに
ついて、人民法院は、当事者の意思、案件の性質、複雑さ、証拠の状況等の要素と結
び付けて総合的に判断すべきである。たとえば、一部の国家賠償に関わる案件につい
ては、重大かつセンシティブな要素がなければ、当事者自身がオンライン訴訟を要求
した場合には、オンラインで裁判を実施することも可能である。

５）オンライン訴訟の適用要件について
　本規則の第３条［オンライン訴訟案件の適用範囲］、第４条［オンライン訴訟の適
用条件］、第５条［オンライン訴訟とオフライン訴訟の切替え］、および、第６条［オ
ンライン訴訟に同意する場合の法的効果］では、オンライン訴訟の適用要件ないしオ
ンラインとオフラインといった２種類の裁判方式との間の切替えについて規定してい
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る。オンライン訴訟に適合するには、以下の３つの要件を満たさなければならない。

　⑴　「当事者が同意する場合」について
　本規則が規定した合法性の確保および参加自由の原則に従って、オンラインは、当
事者の訴訟参加により多くの選択肢を提供するためのものであり、強制力を有しない。
そのため、当事者自らの選択または同意を前提としなければならない。また、法実務
では、下記の４つの側面に、注意しなければならない。
　第１に、「当事者による同意の意思表示」の方法について
　本規則では、当事者による同意の意思表示に対し、具体的な制限を設けることはし
ないが、法実務では、少なくとも自らがオンライン訴訟活動をすること、口頭での同
意、オンライン訴訟プラットフォームにおける同意の意思表示、および、書類による
同意等が含まれている。当事者による真実の意思表示であり、かつ追跡〔証跡管理〕
の可能な限り、すべてを有効な意思表示の方法とみなす。
　第２に、「当事者による同意の意思表示」の効力の範囲について
　当事者によるオンライン訴訟に同意するか否かの意思表示は、原則として、その者
に対してのみ有効である。一方当事者がオンライン訴訟に同意しない場合でも、他方
当事者がオンライン訴訟を選択する権利には影響を与えない。この場合には、案件を
「半オンライン」の方式で審理することができる。
　司法実務の複雑性に鑑み、本規則は、調解、証拠の交換、証人尋問、公聴、および、
法廷審理等の裁判手続に対し、特別な措置を講じて、合理的な理由を提出することを
前提に、一方当事者は前述の訴訟手続において、他方当事者はオフライン方式によっ
て、裁判に参加することを求める権利が明文化された。人民法院の審査を経て、その
理由が認められた場合には、当該訴訟手続をオフラインに切り替えることができ、人
民法院による事実確認、準拠法の援用に用いることができる。
　第３に、「当事者による同意の意思表示」をしたが、後に撤回する場合に関する処
理について
　本規則は、当事者がオンライン訴訟に同意した後に撤回することができることとし
た。ただし、この場合には、下記の３つの要件を満たさなければならない。
　①撤回は、当該訴訟活動が開始する前の合理的な期間内に申し出なければならない。
異なる訴訟手続の間に時間差があることに鑑み、本規則では「合理的期限」について、
「一括的」に定めた規定を設けていない。各地の裁判所は、具体的な期限を明確に規
定し、または、案件の事情によってそれを確定することができる。
　②撤回は、申立ての方式で提出し、かつ、人民法院の審査を経て、その同意を得な
ければならない。
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　③撤回は、悪意の訴訟目的に基づいて行うことは許されない。もしも、当事者が故
意で訴訟を遅延させ、または、相手方当事者の訴訟コストを増加させることがあると
認めた場合には、人民法院は、この申立てを却下することができる。
　第４に、「当事者による同意の意思表示」の法的効果について
　本規則の第６条［オンライン訴訟に同意する場合の法的効果］について、たとえば、
当事者に正当な理由がなく、オンライン証拠提出の期限を徒過した場合には、人民法
院は、「中華人民共和国民事訴訟法」（以下、「民事訴訟法」という。）の第65条［証拠
の提出］8）、最高人民法院による「『民事訴訟法』」に関する司法解釈」の第102条［期
限後に提出された証拠の法的効果］9）に従って、当該証拠を認定するかどうかの判断
と同時に、当事者に対して口頭警告または過料を課すことができる。一方、当事者が
無断で遅刻または退席する場合、人民法院は、これを、「出廷拒否」または「途中退席」
とみなすことができる。

　⑵　「オンライン裁判に適合する案件」について
　案件がオンライン裁判に適合するかどうかについて、人民法院は、案件の性質、特
徴、証拠の種類、および、社会的影響等の要素と結び付けて総合的に判断しなければ

（1037）

8）　この条文は、［証拠の提出］に付いて規定しており、次の２項からなる。
　「①当事者は、自らの提出した主張については、適時に証拠を提出しなければならない。
　　②人民法院は、当事者の主張と事件審理の状況に基づいて、当事者が提出すべき証拠およびそ

の提出期間を確定する。当事者は、その期間内に証拠を提出することが明確に困難な場合には、
人民法院に、期間の延長を申し出ることができ、人民法院は、当事者の申出に基づいて相応の
延長することができる。当事者が期間内に証拠を提出しない場合には、人民法院はその理由を
説明するように命令しなければならない。理由の説明を拒否し、または、理由が成り立たない
場合には、人民法院は、状況に応じてその証拠を不採用とし、または、その証拠を採用した上
で訓戒、過料に処することができる。」

9）　これは、［期限後に提出された証拠の法的効果］について規定し、次の３項からなる。「①当
事者が、故意または重過失により提出期間後に提出した証拠については、人民法院は、これを
採用しないものとする。ただし、当該証拠が事件の基本的な事実に関わる場合には、人民法院
は、これを採用し、かつ、民事訴訟法第65条［証拠の提出］、第115条第１項［過料金額、拘留
期間］の規定により、当事者を訓戒、過料に処しなければならない。

　　　②当事者が、故意または重過失でない事由により、提出期間後に提出した証拠については、
人民法院は、これを採用し、かつ、当事者を訓戒に処しなければならない。

　　　③一方当事者が他方当事者に対して、提出期間後に証拠を提出したことにより増加した交通
費、宿泊費、食費、休業補償、証人が出廷するのに要した費用等、必要経費の賠償を求める場
合には、人民法院は、これを認めることができる。」この条文の訳出については、白出博之訳	
「＜資料＞最高人民法院『中華人民共和国民事訴訟法』適用に関する解釈」（2014年12月18日最
高人民法院裁判員会第1636回会議で可決）吉村＝上田編・前掲書注（4）697頁を参照したが、
若干文言を変更した箇所がある。
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ならない。また、注意すべきことは、法実務では、すべての訴訟手続がオンライン裁
判には相応しくないか、それとも、一部の裁判手続のみがオンライン裁判に相応しく
ないかを、明確に区別すべきである。たとえば、国家安全、国家機密、重大な渉外問
題に関する案件、または、香港、マカオ、台湾に関わる案件については、一般的に、
すべての訴訟手続においてオフライン方式の方がより適切である。他方、当事者の人
数が多く、事情が複雑で、審理には長い時間がかかる案件に対しては、法廷審理手続
のみはオフラインで行い、訴状受理、調解、送達等のそれ以外の手続をオンラインで
行うことができる。
　このように、オンラインとオフラインとの融合および協調こそ、オンライン訴訟の
主流であり、あるべき手続形態である。

　⑶　「関連の技術能力と要件」について
　オンライン裁判を実施するためには、人民法院が、関連の技術的要件を備え、かつ、
当事者が、技術を活用する能力を備えていることが前提となる。各レベルの人民法院
は、事実に基づいて真実を探求するという基本原則を遵守し、自らの技術力レベルに
鑑み、穏健に、かつ秩序良くオンライン訴訟を推進すべきである。オンライン裁判を、
「一回で完結する」こと、または、「すべきならば全員で実施する」ことを求めず、し
かも、決して強制してはならない。
　法実務において、人民法院は、実際の状況に基づいて、当事者のオンライン訴訟の
能力について判断すべきである。当事者の年齢、職業、身体的状況、知識的な背景、
居住地域や所在地のインターネットの接続状況、通信設備の機能、および、当事者の
操作能力等の要素を総合的に考慮することによって、当事者がオンライン訴訟に参加
する能力を具備するか否かを、より正確に判断するものとする。

６）オンライン訴訟の主要な手続準則について
　⑴　身分確認〔本人確認〕の原則
　本規則の第７条は、オンライン訴訟における身分確認〔本人確認〕の規則を明確に
定めた。オフライン訴訟〔非オンライン訴訟〕と比べると、デジタル化やインターネ
ット化といったオンライン訴訟の特徴からは、人々が訴訟主体の身分の真実性〔本人
であること〕に対する関心をより惹起しやすいからである。
　それゆえ、法実務では、オンライン身分確認の手続を強化し、以下の３点に注意す
べきである。
　第１に、確認方法について、身分証明書またはそこに掲載してある証明写真に対す
るオンライン確認または専用プラットフォーム等の方法を通じて、身分確認を実施す
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る。実務では、一部の裁判所は、警察機関の人口情報システムに接続することを通じ
て、顔認識技術を用いて身分確認の手続を行ったことがある。しかし、この方法を使
う際には、国家による顔認識技術に関する法律または規定を厳守し、告知の義務を確
実に履行し、かつ、当事者の同意を得る必要がある。
　第２に、確認手続について、身分確認はオンライン訴訟の前提であるため、オンラ
イン訴訟活動が開始する前に、これを確実に完了しなければならない。認証の際には、
当事者に対して、オンライン訴訟の権利義務および法的効果を同時に告知し、オンラ
イン訴訟に同意するかどうかの意思表示を確認することができる。調解、証拠の交換
および法廷審理等、各当事者が参加する訴訟手続において、人民法院は、各訴訟主体
の身分確認を再度実施することによって、当事者の身分の真実性および訴訟活動の合
法性を確保する。
　第３に、確認の効力について、身分確認手続には、訴訟主体と訴訟活動を特定する
役割があるため、初回の身分確認の効力は、その後のすべての訴訟手続に及ぶだけで
なく、確認を受けた者自身も、これで訴訟プラットフォームのアカウントとパスワー
ドを妥当に保管する義務を負わなければならない。しかし、当事者は、訴訟プラット
フォームにシステム・エラーが生じたこと、または、アカウントが盗取されたことが
あるという事実を証明することができるなら、人民法院は、「確認を受けた者自らの
活動〔行為〕」という認定の効力を覆すことができる。これをもって、当事者の訴訟
上の権利を、十分に保障することができる。

　⑵　電子化資料の提出に関する規則
　電子化資料はオンライン訴訟を実施する基本的な要素である。本規則の第11条［電
子化資料の提出］は、電子化資料の主な種類および提出方法について規定する。その
内容から分類すれば、電子化資料は、訴訟文書資料と証拠資料に細分化することがで
きる。その形式からすれば、電子化資料は、下記の３種類に分かれる。
①電子文書

　訴訟主体は、直接に電子化訴訟プラットフォームに電子版文書を入力する。すなわ
ち、これは、オンラインによって作成された、訴状、答弁書、代理申請書または陳述
書等の書類をいう。
②電子化資料

　電子化資料とは、有体物の証拠資料を、オフラインで、スキャン、撮影または転写
等の方法を通じてデジタル化した資料である。その作成方法は、当該資料をオフライ
ンでデジタル化した後に、直接に訴訟プラットフォームにアップロードすることであ
る。
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③電子データ
　電子データとは、資料そのものが電子データという形式で存在している場合である。
たとえば、電子契約書、通信販売の請求書、インターネット支払の証書等が、電子デ
ータに含まれる。もしも、電子データを保存する訴訟プラットフォームが、既に人民
法院の訴訟プラットフォームに接続可能な状態にある場合には、当該電子データを直
接に訴訟プラットフォームに取り込むことができる。
　当事者は、電子化資料を提出する主な義務者である。もしも、電子化資料を提出す
ることが明確に困難である場合には、人民法院は、ファイルスキャン等の方法を通じ
て、当事者を補佐し、オフライン資料を電子化資料に変換することができる。それと
同時に、人民法院は、システムを改善すること、操作案内を細分化すること、または、
データ通信機能を強化すること等の方法を通じて、当事者に、できる限り司法的な利
便性を付与すべきである。

　⑶　電子化資料の効力と審査の原則
　オフライン訴訟モデルの下では、一般的に、訴訟資料および証拠資料については、
原本または現物を提出することが求められるが、特別の事情がある限り、その写しを
提出することも可能である。それに対して、オンライン訴訟では、もし一律に原本ま
たは現物の提出を当事者に要求すれば、オンライン訴訟の円滑な実施に悪影響を与え
るだけでなく、当事者にかかる負担も増加することになる。そこで、本規則の第12条
［電子化資料の取扱いと原本等の提出］と第13条［電子化資料の真実性についての審
査］では、電子化資料の効力とその審査の基準について、それを「原本とみなす」旨
を明確に規定している（これを、「みなし原本規定」と呼ぶ。）。
　この場合に、法実務では、下記の３点に注意する必要がある。
①電子化資料の効力に関する「みなし原本規定」の含意について

　本規則第12条［電子化資料の取扱いと原本等の提出］の主な立法目的と趣旨は、電
子化資料の真実性をめぐる問題を解決することにある。その含意の射程は、あくまで
も当事者が書面を改めて提出する必要がないことに限っており、電子化資料自体が、
必然的に証拠能力と証明力を具備することを意味するものではない。その内容の真実
性、合法性ないし関連性については、別途、専門的な判断を行う必要がある。
②電子化資料の効力に関する「みなし原本規定」に対する制限

　電子化資料の効力に関する「みなし原本規定」は、当然のものでないし、絶対的な
ものでもない。そこで、まず、電子化資料自体は、人民法院の審査を経なければなら
ないことを前提としており、審査を経なければ、訴訟で直接使用することは許されな
い。次に、電子化資料の効力に関する「みなし原本規定」には、関連性についての制
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限要件がある。もしも当該資料には、外観上の真実性の点で不審な点がある場合、ま
たは、内容が不明瞭であり、かつ書式に錯誤があり、ファイル管理の関連規定に合致
しない等の事情がある場合には、当事者は、さらに原本を提出しなければならない。
③電子化資料の改竄されやすさについて

　電子化資料自体には、比較的改竄されやすい特性がある。その真実性を確保するた
めに、人民法院は、当該電子化資料の原本または現物との同一性を審査する必要があ
る。しかし、審査手続において、技術力に対する要求が高いことに鑑み、多くの場合
には、これを実現するために外部の力を借りる必要がある。具体的には、相手方の当
事者による承認、公証機関による公証、訴訟活動に対する先行確認、オンラインまた
はオフラインでの確認比較等が挙げられる。
　これらの方法は、あくまでも司法当局による電子化資料に対する審査を助ける指針
的な規則に過ぎず、司法当局が、たとえ上記の方法を通じても依然として資料の真実
性が確認できない場合には、当事者に対し、オフラインの有体物資料を提出すること
を求めるべきである。

　⑷　ブロックチェーン技術による証拠保存の効力および審査基準について
　オンライン訴訟モデルの下で、証拠の態様、形式および表現の方法等は、非オンラ
イン訴訟モデルとの間に大きな違いがある。本規則の第14条［オンラインでの証拠の
交換方法と効力］から第19条［ブロックチェーン技術で保存するデータの真実性につ
いての検証］までの条文は、オンライン訴訟の証拠に関する問題について集中的に規
定している。一方で、オンライン訴訟における証拠提出の方法を明文化しており、同
期と非同期といった２種類の証拠提出方法における効力と手続的要求を明確に規定し
た。他方で、オンライン証拠の審査基準をも明文化した。
　また、本規則の第13条［電子化資料の真実性についての審査］は、オンライン訴訟
における証拠力の審査に対する主な要求と法的根拠を明確化した。現在、中華人民共
和国の手続法および関連の司法解釈では、証拠力をめぐる審査と認定に対して、既に
比較的完備した規定を設けていることに鑑み、本規則は、電子証拠の審査基準に関す
る一般的な規定を、改めて列記しない体裁をとっている。
　本規則の第16条［ブロックチェーン技術で保存しているデータの効力］から第19
条［ブロックチェーン技術で保存するデータの真実性についての検証］の条文では、
ブロックチェーン技術による証拠保存についての司法上の認定に対し、専門的な規定
を設けた。近年では、公証機関や第三者による証拠保存プラットフォーム等は、ブロ
ックチェーン技術による証拠保存を全力で推し進めており、ブロックチェーンをめぐ
る紛争も増えている。それと同時に、その効力と審査基準が不明瞭なので、ブロック
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チェーン技術による証拠保存の領域では、その効力を誇張し、当事者を欺罔し、裁判
所の技術応用レベルをブロックチェーン技術による証拠保存そのものの技術的限界と
混同し、または裁判所の名の下に詐欺を行う等の問題が存在しているため、これを速
やかに規範化することが期待されている。
　したがって、本規則は、ブロックチェーン技術をめぐる司法的応用をさらに規範化
することにより、ブロックチェーン業界の秩序の健全な成長を促進し、「取調べ難」
や「認定難」等の問題を有効に解決することを図る。
　これらの問題について、４点に注意すべきである。
①ブロックチェーン証拠保存の性質について

　現時点では、中国の手続法では「ブロックチェーン証拠保存」という証拠方法が存
在していないため、本規則はこのような表現を採用せず、技術的特徴の視点から、「ブ
ロックチェーン技術を通じて保存している電子データ」と記述している。その性質と
しては、電子データに属する。これは、ブロックチェーン技術が自身の技術的特徴に
基づき、一般的に電子データそのものを保存せず、暗号化したハッシュ値のみを保存
するものであることを意味する。また、当該ハッシュ値に対する検証を通じて、電子
データそのものが改竄されたかどうかを判断したりする。
②ブロックチェーン技術保存の効力について

　ブロックチェーン技術は、自身のチェーン式データ構造、および、分散化した保存
と暗号化等の技術的特徴に基づき、電子データがチェーン化された後に改竄されない
ことが確保されており、人民法院による証拠の真実性の認定に対して、技術的支援を
提供することができる。そのため、同司法解釈の第16条［ブロックチェーン技術で保
存しているデータの効力］は、事実的にブロックチェーン証拠保存における真実性の
推定を規定した。
③ブロックチェーン証拠保存の真実性に対する審査基準について

　ブロックチェーン技術には、改竄の防止という利点と特徴があるにもかかわらず、
このような技術的保障は絶対的なものではなく、その基礎構造、共通認識機能、プロ
ジェクトノートの数と分布および証拠保管者の合法性、証拠保存サービスが依存する
ソフトまたはハードシステムないし技術的規範等の要素は、いずれもチェーン化した
データの真実性に影響を及ぼすことがある。前述のことは技術力に対する高い要求に
鑑み、裁判所は、証明責任の配分、当事者による証拠提出または質問、陳述または口
頭弁論、専門家の意見聴取等の主な手続と方法を通じて、総合的にこれを判断するこ
とになる。
④ブロックチェーン化する前のデータの真実性に対する審査について

　ブロックチェーン技術は、ブロックチェーン化する前のデータの真実性を保障する
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ことができない。そのため、もし当事者が異議を唱えるなら、人民法院は、これを審
査しなければならない。
　第１に、真実性審査の開始要件について、ブロックチェーンそのものが証拠保全の
一つの方法であることに鑑み、一方当事者が既に証拠提出および釈明の義務を履行し
たため、データがブロックチェーン化される前の真実性に対する審査手続を開始する
には、他方当事者が別途に異議申立てをする必要があるだけでなく、当事者に対し、
これを証明することに足りる証拠を提出し、または、理由の説明も必要となる。また、
人民法院は、案件の事情に応じて、職権で真実性審査の手続を行うこともできる。
　第２に、データの真実性審査の内容と方法について、電子データの真実性審査に対
する一般的規定およびブロックチェーン技術によるデータ保存の特徴とを結び付け
て、司法機関は、データの具体的な情報源、成立手続および保存過程、公証機関によ
る公証の有無、第三者による検認等の手続に対する保障ないし関連データまたは証拠
の有無等の事情を重点的に審査する。
　第３に、証明責任の配分について、当事者が、ブロックチェーン化する前のデータ
の真実性に対して異議を唱え、かつ証拠を提供し、または理由を説明した場合には、
人民法院は、当該証明責任を、ブロックチェーン・データを提供した一方当事者に配
分し、データを有する当事者が証拠を提供し、またはデータの真実性を証明すること
を求めるべきである。それが証明できなければ、その当事者は、不利益な法的効果を
負うことになる。

　⑸　「非同期裁判」制度について
　本規則の第20条は、中国で初めて、「非同期裁判」制度の効力について規定を設け、
「非同期裁判」の適用手続、要件、方式および制限事由を明文化した。
　法実務では、下記の３点に注意すべきである。
①「非同期裁判」の意味について

　「非同期裁判」とは、本来なら各訴訟主体が同じ時期に共同して行う訴訟活動〔訴
訟行為〕を、各訴訟主体により訴訟プラットフォームにおいて、一定の時間内に個別
的に実施した後に、プラットフォームにまとめる方法のことである。これにより、情
報技術の記録および追跡〔証跡管理〕の可能性を利用して、時間と空間の制限を打ち
破り、訴訟の利便性を図ることができる。ただし、「非同期裁判」は、「書面裁判」と
同等ではない。オンラインでの書面提出あるいは関連情報の取込みは、あくまでも一
種の手段に過ぎないので、関連訴訟手続の求めに応じて、音声、映像等の活用という
方法を通じて、「非同期裁判」を実施することも可能である。
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②「非同期裁判」の要件について
　「非同期裁判」は、低コストや利便性の面では利点があるにもかかわらず、裁判の
効率性や協同性の面では欠陥がある。そのため、実務では、同期裁判を主たる手続と
し、「非同期裁判」をその補完手続とすべきである。
　一般的に、当事者が一堂に会して参加することが困難な訴訟活動〔訴訟行為〕の場
合や、人民法院が司法的資源に欠ける場合に限って、それを適用すべきである。また、
「非同期裁判」は、各当事者の手続的利益に影響を与えるため、それを実施する際には、
全員の同意を必要とする。それと同時に、人民法院は、「非同期裁判」を採用するか
どうかの終局的な決定権を有しており、当事者の要望、案件の事情、および、審理の
進捗度等の要素に従って、総合的に判断すべきである。
③「非同期の法廷審理」の適用について

　「非同期の法廷審理」は、特定の事情の下での特殊な裁判方式であるため、その適
用要件と適用範囲および適用方法を、厳格に定義しなければならない。
　そこで、適用要件としては、同期裁判を行うのが明確に困難な案件、当事者が自ら
その採用を申し立て、かつ、全員がこれに同意し、当事者が案件の主な事実および証
拠に対して異議を唱えない案件であることが大前提となる。
　適用範囲としては、少額訴訟手続や、民事、行政簡易手続に適合する案件にのみ適
用する。
　また、適用方法としては、ビデオ映像の撮影を通じて、法廷審理の手続に従って裁
判を実施すべきであり、書面のみによる審理を実施してはならない。

　⑹　オンライン裁判規則について
　オンライン裁判はオンライン訴訟の中核的な手続である。本規則の第21条［オンラ
イン裁判の適用範囲と要件および方法］から第27条［オンライン裁判の公開］の条文
では、オンライン裁判の適用場面、裁判活動、裁判風紀〔秩序維持〕、公開、証言等
の問題について、全面かつ系統的に規定している。
　また、実務では、下記の４点を理解すべきである。
①オンライン裁判の適用場面について

　本規則は、「民事訴訟法」に関する司法解釈におけるオンライン裁判の実施が簡易
手続に限って適用するとされていた規定を調整し、原則として、オンライン裁判に適
合する各種類の民事と行政および刑事の簡易手続に適用している。本規則は、オンラ
イン裁判の適用範囲を拡大することと同時に、その適用の場合を厳格に規範化し、オ
ンライン裁判に相応しくない７つの事由をも明記した。それは主に以下の事由が含ま
れる。当事者の意思に基づくオンライン訴訟の拒否、客観的要件の欠如、および、案
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件自体の不適切さといった３つが挙げられる。つまり、オンライン訴訟は、当事者の
訴訟提起および案件の審理に利便性を与えることを基本原則とし、実務では、「一律
に採用する」のではなく、「可能であれば採用する」という原則を堅持し、案件審理
の質と効果を最優先することである。
②オンライン裁判の方法と手続について

　本規則が規定するオンライン裁判とは、各訴訟主体の全員がオンライン裁判に参加
する方式が含まれ、また、一部の当事者がオフライン〔非オンライン〕で裁判に参加
する方式も含まれる。オンライン裁判は、訴訟プラットフォームで実施し、ビデオ通
話を通じて開廷することをいう。また、電話または書面等の方式で行ってはならない。
　オンライン裁判手続は、法律および司法解釈が定める手続およびプロセスに従って
行わなければならない。それは、オフライン訴訟手続〔非オンライン訴訟手続〕とお
おむね一致し、当事者の各種の権利を十分に保障しなければならない。また、裁判方
式の異同を理由として、当事者の訴訟上の利益を毀損してはならない。
③オンライン裁判の風紀〔秩序維持〕について

　オンライン裁判においては、法廷審理活動の厳粛さを確保しなければならない。
　一方で、「中華人民共和国人民法院法廷規則」を厳守し、同規則におけるオフライ
ン訴訟に対する風紀〔秩序維持〕、禁止事項および活動規範等に関する規定の効力は、
オンライン訴訟にも適用される。他方で、本規則は、オンライン裁判の特徴との関係
で、法廷審理の風紀〔秩序維持〕について、特別規定を設けた。
　人民法院は、技術等の客観的な理由を除き、当事者がオンライン裁判に参加しない
こと、または、無断で退席することについては、「出廷拒否」あるいは「途中退廷」
とみなし、斟酌の上これを処理することができる。注意すべきことは、オンライン裁
判が技術的な要素に影響されやすいことを鑑み、「遅刻、ビデオ画像または音声通話
からの離脱、ビデオ映像の一時停止」等の事情が発生する場合には、直接的に、これ
を規則違反と認定してはならない。人民法院は、あらかじめ提示または警告し、かつ、
理由の説明を求める必要がある。
④オンライン証人尋問について

　中国の訴訟法と関連する司法解釈は、証言の際、証人が出廷しなければならないと
規定しているが、特定の事情がある場合に限って、視聴可能な通信技術による証言の
方法を採用することができるとする。また、オンライン訴訟モデルの下では、証人の
オンライン出廷も、証言の一つの形式に属していることから、要するに、証人が審理
を傍聴しないこと、および、第三者による訴訟指導を受けるないことを確保すること
が必要となる。
　そのためには、本規則の第26条［証人のオンライン出廷］に従い、現時点の技術的
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条件の下では、証人にオンライン出廷の場所を自由に選択する権利を完全に付与する
ことはできないが、比較的便利な場所を指定することを通じて、オンライン証言の中
立性をめぐる問題を解決することができる。たとえば、ある裁判所は、町役場、町内
会と協力することによって、専門的なオンライン裁判チャット、証人証言チャット等
の施設を建設した。将来的には、証人が最寄りのデジタル裁判所を選択して証言する
方法を、模索することもできる。

　⑺　電子送達規則について
　規則の第29条［電子方式による送達の方式と範囲および要件］から第32条［電子
送達に付随する通知］の条文では、電子送達の基本ルール、適用要件、適用範囲およ
び発効基準が明記されている。
　法実務では、下記の４点に注意すべきである。
①電子送達の適用要件について

　本規則は、「当事者の同意」を電子送達の前提とする。それと同時に、「同意」の方
法を拡大しており、電子送達の「黙示的な同意」規則を作り、「同意」の範囲を事前
の約束と途中の活動および事後の承認へと拡大した。当事者の訴訟利益を十分に保障
した上で、電子送達手続の選択において、当事者を支持または指導し、電子送達の適
用を穏健かつ秩序よく拡大していくことが望ましい。
②電子送達に適用する文書の範囲について

　電子送達に適用する文書の範囲は、現行法の規定に厳格に従い、全国人民代表大会
の常務委員会により民事訴訟手続における難易度分類改革に関する実験裁判所を除
き、その他の裁判所は、判決書、決定書または調解書を、電子送達してはならない。
　現在において、最高人民法院は、実験の状況に従って、「民事訴訟法」の改正を推
進している。各地の裁判所は、法改正の状況によって、明確な法が成立した後に初め
て、電子送達を行うことができる。
③電子送達の主な方法およびプラットフォーム

　電子送達における規範性と利便性との統一を確保するために、本規則では、電子送
達の発信者は、人民法院の公式送達プラットフォームであることが要求される。これ
をもって、送達手続の全プロセスにおいて、問合せ、確認、追跡〔証跡管理〕の可能
性を確保し、有効な電子送達証書となり得る。また、電子送達の受信者は、多様な電
子アドレスで、それが可能である。そこには、受送達者の電子メール、即時通信アカ
ウント、または、訴訟プラットフォームの専用アカウント等が含まれる。
　法実務では、分散送達または重複送達を避けることに注意しなければならない。同
一内容の資料について、原則ではただ一つの送達方法を採用すべきである。これをも
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って、効力発生の時期を確定し、当事者が後続の訴訟上の権利を行使しやすくするこ
とになる。それと同時に、本規則は、人民法院の電子送達における付随的な責任を明
文化し、電子送達に適合すると認めた場合には、できるだけ携帯メッセージ、電話ま
たは即時通信機器等の方法を通じて、告知および通知を行っており、当事者の知る権
利を十分に保障し、電子送達の有効率を向上する。
④電子送達の効力発生基準時について

　本規則は、電子送達手続における２種類の基準と場合を明記した。
　第１は、当事者が自ら電子アドレスを提供し、または、確認した場合には、「到達
主義」を採用している。第２は、人民法院が、自ら取得した被送達者の電子アドレス
に対して発信した場合には、「受領主義」を採用している。
　また、「受領主義」の適用について、まずはその２つの適用要件を把握しておくべ
きである。第１の要件は、当事者が電子送達に同意したが、ただ有効な電子送達アド
レスが提供されていない場合、または、アドレスが間違っている場合であり、第２は、
本人のものであることが確認可能な電子アドレスに送達しなければならないことであ
る。たとえば、実名認証がなされたアドレス、以前に有効な送達がなされたアドレス、
最近よく使われているアドレス等が挙げられる。人民法院は、任意でいずれかの確認
可能な電子アドレスに送達するのではなく、これに対して審査と判明の手続を経なけ
ればならない。
　次に「受領主義」の効力発生時を理解すべきである。「受領」主義を採用するから
には、「特定のシステムに到着した」ことを、送達の発効時刻としてはいけない。そ
の代わりに、「受領を確認した」時点を基準とすべきである。具体的には、受領と返
事した時刻、関連の訴訟活動がなされた時刻、または、システムが承知済みと報告し
た時刻が含まれる。上記の場合がすべて存在している場合には、最初に発生した場合
の時刻を送達の発効時刻とすべきである。このような判断は、被送達者が情報を受領
したという客観的な事実に合致するのみならず、送達手続の効力を速やかに確認して
おり、後続の裁判手続を行うことにも有利になるのである。

７）オンライン訴訟を妨害する活動〔妨害行為〕に対する処罰について
　本規則の第28条［オンライン訴訟に対する妨害］は、オンライン訴訟手続に関する
規則に違反し、オンライン訴訟に対する妨害活動を実施した者に対して、罰則を設け
ている。
　主観的な要件として、行為者に故意が存在しなければならない。すなわち、関連の
禁止事項を知り、または、知ることができる場合、あるいは、人民法院から指示また
は警告を受けたにもかかわらず、依然として是正しない場合は、これに該当する。
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　客観的な要件として、行為者は主に本規則におけるオンライン調解、オンライン裁
判の場所、オンライン裁判の風紀（秩序維持）、証人のオンライン出廷、オンライン
裁判の公開等における禁止事項に関する規定に違反しており、調解の過程と内容を漏
洩すること、法廷審理の秩序を混乱させること、証人が法廷審理を傍聴すること、法
廷審理の過程を違法または無断で録画し、かつ、公開すること等の行為が、これに該
当する。
　処罰の根拠について、これらのすべての行為は、訴訟妨害活動〔訴訟妨害行為〕と
認定すべき訴訟法および司法解釈の関連規定に従い、かつ悪意の度合いによって、戒
告、強制退出命令、罰金、または、禁錮等の処罰を課すことができ、犯罪と認める場
合には、法に従ってその刑事責任を追及することができる。

８）刑事案件のオンライン裁判について
　本規則は、刑事案件の特殊性を十分に認識し、刑事案件におけるオンライン訴訟の
適用要件、適用手続および法廷審理の規則等の事項について、専門的な規定を設けた。
　適用要件として、人民法院は、本規則の第３条第２項の規定に該当する刑事案件に
対し、検察官、当事者および弁護士の同意を得て、オンライン裁判を採用することが
できる。なぜならば、刑事案件は、民事、行政案件とはある程度異なっているため、
当事者を除き、検察側の公訴人、および、独自の訴訟上の権利を有する弁護人は、と
もに重要な訴訟主体であり、関連の手続上の利益を享受しているので、人民法院がオ
ンライン訴訟を採用しようとする際には、その同意を得ることが必要であるからであ
る。
　法廷審理の要求について、本規則は、被告人または犯罪者が勾留中であるかどうか
を区別し、オンライン出廷の具体的な場所と方法を明文化した。刑事案件の訴訟主体
は、原則として指定された場所以外の場所で、オンライン訴訟に参加することは許さ
れない。これをもって、刑事案件におけるオンライン裁判の規範性、厳格性および操
作可能性を確保することができる。

９）オンライン・データの保護について
　オンライン訴訟は、データ情報のセキュリティにおけるリスクを重要視し、かつ、
リスクの顕在化を予防しなければならない。それゆえに、本規則は、オンライン訴訟
におけるデータ情報保護についての専門的な規定を設けており、オンライン訴訟にお
けるデータ情報に関する人民法院の権利を主体的な地位として確立し、各訴訟主体が
オンライン訴訟におけるデータ情報を保護する義務、および、責任追及の法的根拠を
明記した。
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　これをもって、データ情報のセキュリティおよび個人情報保護を確実に強化し、オ
ンライン訴訟の安全性と規範性を保障し、その秩序を維持したりするのである。

10）規則の効力と射程について
　一部の最高人民法院による司法解釈および司法ガイダンスにおいて、オンライン裁
判、電子化資料の提出、および、電子送達等に関する規定は、本規則が公布される前
にもすでに存在していた。本規則は、裁判実務と結び付けて、これらの規定を最適化
するものである。したがって、従来の司法解釈または司法ガイダンスの中に本規則と
一致しない場合があれば、本規則の条文を適用すべきである。
　また、もしも案件がオンライン訴訟に適合すれば、本規則の趣旨に照らして、「『民
事訴訟法』に関する司法解釈」（「民事訴訟法司法解釈」）、「最高人民法院による民事
訴訟における証拠に関する若干の規定」（2019	年	10	月	14	日付、最高人民法院審判
委員会第	1777	回会議で『「民事訴訟における証拠に関する若干の規定」の改正に関
する最高人民法院の決定』として可決。以下、「民事訴訟における証拠規定」という。）
の一部の内容を調整して適用することができる。具体的には、「民事訴訟法司法解釈」
の第111条第１項［書証の原本提出が明確に困難な場合］、第136条［電子送達の方法
の確認］、第139条［公示送達の手続と内容］10）、および、「民事訴訟における証拠規定」
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10）　民事訴訟法司法解釈の第111条第１項［書証の原本提出が明確に困難な場合］は、次のよう
に規定する。

	 　「民事訴訟法第70条に規定する書証の原本の提出が明確に困難な場合には、次に掲げる状況
を含む。

　　一　書証の原本を喪失、滅失または毀損したとき
　　二	　原本が相手方当事者の支配下にあり、その提出を適法に通知したにもかかわらず提出を拒

否したとき
　　三　原本が第三者の支配下にあり、第三者がその提出を拒否する権限を有するとき
　　四　原本の紙数の多さや大きさにより提出が不便なとき
　　五	　証明責任を負う当事者が人民法院に調査し収集することを申し立て、または、その他の方

法によっても、書証の原本を入手できないとき」
　　同第136条［電子送達の方法の確認］は、次のように規定する。
	 　「受送達者が、電子送達の方法による送達に同意する場合には、送達場所確認書によって確

認しなければならない。」
　　同第139条［公示送達の手続と内容］は、次のように規定する。
	 　「公示送達の際には、公示送達の原因を説明しなければならない。訴状または上訴状の副本

を公示送達する場合には、訴えの提起または上訴の要点、受送達者の答弁期間、および、それ
を徒過して答弁しない場合の法的効果を、説明しなければならない。呼出状を公示送達する場
合には、出廷の時間と場所、および、それを徒過して出廷しない場合の法的効果を、説明しな
ければならない。判決書、決定書を公示送達する場合には、裁判の主要な内容を説明しなけれ
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の第11条［原本・現物提出の原則］、第61条［証拠弁論における原本・現物提示の原
則］11）がこれに該当する。また、本規則は、「インターネット裁判所に関する司法解釈」
に取って代わるものではなく、「インターネット裁判所に関する司法解釈」は、依然
として有効である。ただし、本規則が同司法解釈の規定に対してより一層細分化また
は調整をしている場合には、インターネット裁判所は、本規則を適用すべきである。

４　おわりに

　以上で、「人民法院オンライン訴訟規則」の法文の試訳と、最高人民法院が同時に
公表した「人民法院オンライン訴訟規則」の解説に関する紹介を終えることにしたい。
本稿を閉じるに際して、詳細な比較は別の機会に委ねることとして、現在進行形であ
る日本における「民事裁判の ICT化」との関係で、さしあたり若干のコメントを付
しておきたい。
　すでに世界的に展開しつつある「民事裁判の ICT化」の潮流は、周到にもパイロ
ット方式で試行を開始していた中国をも飲み込み、中国全土での ICT化の展開が図
られることとなった。
　その基本思想としては、３つが挙げられている。
　まず、「民衆性の堅持」である。インターネット時代における民衆の法的要求に十
分に応えることを挙げ、オンライン訴訟の優位性を十全に発揮すべきことを指摘する。
また、同時に、当事者の同意に基づき、訴訟モデルに対する当事者の選択権や訴訟上
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ばならず、当事者が上訴権を有する場合には、上訴権、上訴期間、上訴すべき人民法院につい
て、説明しなければならない。」

　　　以上については、白井訳・吉村＝上田編・前掲書注（4）712頁を参照したが、若干文言等を
変更した箇所がある。

11）　民事訴訟における証拠規定の第11条［原本・現物提出の原則］は、次のように規定する。
　　　「当事者は、人民法院に証拠を提出する場合には、原本または現物を提出しなければならな

い。当事者自らが原本・現物を保存する必要がある場合、または、原本・現物の提出が明確に
困難な場合には、人民法院による確認を経て、複製物または複製品を提出することが許される。」

	 　また、同第61条［証拠弁論における原本・現物提示の原則］は、次のように規定する。
	 　「書証、物証、視聴覚資料について質疑〔証拠弁論〕を行う場合には、当事者は、証拠の原

本または現物を提示しなければならない。ただし、次に掲げるいずれかの事情に該当する場合
は、この限りではない。

　　　一	　原本または現物の提示が明確に困難で、かつ、人民法院が、複製物または複製品の提示
を許可した場合

　　　二	　原本または現物が既に滅失しているが、複製物や複製品が、原本または現物と一致する
ことを証明できる証拠がある場合」
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の権利を尊重・保障し、司法の能率化と民衆の訴訟上の合法的利益保護との統一を実
現させることとし、ICT化自体を目的とするのではなく、民衆のニーズに即した権利・
利益保護を確認している。次に、「規範性の重視」を謳い、オンライン訴訟の法的効
力を明確にしつつも、社会の変化や技術発展等に対応可能な規定を設けている。さら
に、「技術と司法の融合」を掲げ、新しい技術と訴訟手続との融合的発展を実質的に
規範化し、かつ、積極的に推進することを企図している。いずれも、「民衆のための
民事裁判の ICT化」を的確に示しており、「民事裁判の ICT化」についての基本理念
を具体的に明示していない日本の法改革とは、相当趣を異にする。
　以下、本規則の構造に即して、いくつかの指摘を行いたい。
　まず、第１に注目すべき点は、「利用者の選択権の保障」である。本規則は、まず、
民事訴訟の ICT化について、その全部または一部の ICT化を可能であるとした上で、
オンライン訴訟行為とオフライン〔非オンライン〕訴訟行為が、同一の法的効力を有
することを確認したことである（以上、本規則１条参照）。これは、手続利用者にと
っていわば選択的に ICT利用を認めたものであり、国家による制度の押し付けでは
なく、利用者による自己決定に基づく選択権を保障した点で、注目すべき規律である。
利用者によるいわばオーダーメイドの訴訟手続を創造できるきっかけともなり得る。
　第２に、「オンライン訴訟諸原則」を明記した点である。本規則は、オンライン訴
訟の基本原則として、「公正と効率化の原則」、「合法性の確保と参加自由の原則」、「権
利保障の原則」、「民衆のために利便性を図る原則〔便民利民の原則〕」、および、「安
全と信頼の原則」を明示的に確認し、人民法院が、それらの諸原則を遵守すべきこと
を明記している（以上、本規則２条参照）。これらは、民事訴訟の一般原則に含まれ
るものであり、規定自体は確認的なものであると考えられるが、明記するとしないと
では、現実のオンライン訴訟において、そのもつ意味合いが、かなり異なるであろう。
利用者の視点からは、守られるべきものが事前に明示されるのであり、人民法院にと
っては、遵守すべき課題が明定されることになるからである。これは、制度利用者の
視点からも、大いに評価することができるのである。
　しかも、近時特に注目を浴びつつある SDGs（Sustainable	Development	Goals: 持
続可能な開発目標）の具体化という局面でも意義がある。特に、その16.3「国家およ
び国際的なレベルで法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提
供する」ことに即応した民事裁判の ICT化を目指すものであると考えられるからで
ある。
　第３に、「オンライン訴訟適用事件」の明記である。本規則では、オンライン訴訟
事件の適用範囲も明記されており（以上、本規則３条参照）、それは、簡易な民事事
件だけではなく、民事事件一般に及び、かつ刑事事件も含まれている。しかも、興味
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深いのは、中国では、まず比較的簡易な民事事件等からオンライン訴訟関係規定が適
用され、その実践例が重ねられていたことである。このことは、日本では、簡易裁判
所や家庭裁判所の民事手続が後回しにされていることと対照的なように思われる。ま
た、オンライン訴訟手続からオフライン訴訟手続〔非オンライン訴訟手続〕への手続
の切替えなども規定されており、人民法院による臨機応変かつ柔軟な対応が想定され
ている点も注目に値する（本規則５条参照）。一旦オンライン訴訟に同意した場合の
同意者の責任（本規則６条参照）も、同意の効力や信義則の観点からも正当化される
と考えられるが、その具体的な法的効果は、個別的な状況に依存することになるであ
ろう。いずれも、裁判所の視点から、円滑かつ効率的な手続運営を実施するための規
定のようにも見えるが、当事者の利益に配慮した規定という側面もある。
　第４に、「本人確認方法の明記」である（本規則７条参照）。オンライン訴訟におい
ては、いわゆる「なりすまし訴訟」など、オフライン訴訟〔非オンライン訴訟〕でも
生じ得る問題が、オンラインゆえにより危惧され顕在化する可能性があるので、本人
確認の問題は避けて通ることができない。一度だけの確認ではなく、個々の訴訟行為
ごとの本人確認は不可欠であると考えられる。必要な場合には、オフラインでの確認
も予定されている。これは、一つのアイデアであろう。
　第５に、広く「調解手続」でも利用可能であり、「様々な訴訟行為の局面」におけ
るオンライン手続規律を設けている点を挙げることができる。オンライン調解（本規
則８条関係）、オンライン訴状受理（本規則９条関係）、および、オンライン訴訟対応
への同意（本規則10条関係）であり、タイムラインを設けている点も、適切であろう。
いずれも、行為規範や評価規範の目安になるからである。
　第６に、「電子訴訟資料・証拠資料」の規律を挙げることができる。本規則は、訴
訟資料・証拠資料の電子的な提出を認め、その方法等を定め、一定の要件の下で、電
子化資料の原本性・現物性を肯定するが、原本性や現物性の確認のための規定をも置
いている（本規則11条から13条参照）。第11条が、「電子化資料の提出方法」、つまり
e- ファイリングについて規定し、第12条が、「電子化資料の取扱いと原本等の提出」
について規定し、第13条は、電子化資料の真実性に対する審査について規定する。訴
訟の電子化に際しては、電子化資料を原本とすることが制度目的に即応するが、当事
者等および裁判所にとっても、適切な方法での確認行為は不可避であり妥当であると
考えられる。なぜならば、簡易な確認方法は様々に考えられるからである。
　第７に、第６にも関わるが、「細かな証拠関係規定」である（本規則14条から19条
参照）。民事裁判の ICT化の実現のためには、訴訟資料・証拠資料の電子化が不可欠
であるが、その実現や処理には難問が山積する。この問題に関して、本規則では、第
14条が「オンラインによる証拠交換」の手続等（開廷審理前における当事者双方の証
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拠提出手続等）を定め、第15条では、「電子化証拠資料の証拠能力」を規定し、第16
条から第19条は、「ブロックチェーン技術〔分散型台帳技術〕」を用いた電子データで
ある証拠資料の取扱いに関する一連の規定を設けている。この問題は、世界各国の電
子化された裁判所における共通課題であり、暗号化技術の進歩にともない的確な対応
が期待される。
　第８に、本規則は、第20条で、その具体的な手続は必ずしも明確ではないが、中国
で初めてという「非同期審理」の手続を設けている。これは、本来的には、各訴訟主
体が同時期に共同的に行う訴訟活動〔訴訟行為〕を、各訴訟主体により訴訟プラット
フォームにおいて、一定の時間内に個別的に実施した後に、プラットフォームにまと
める方法による審理手続をいう。非同期審理は、書面審理とは異なるとされ、証跡管
理も実施することができ、時間と空間の制限を打ち破り、訴訟の利便性を図ることが
できるとのことである。
　第９に、「オンライン裁判」の具体的な手続について規定する（本規則21条から28
条参照）。ここでは、第21条および第23条が、オンライン裁判の適用範囲、要件およ
び方法について定め、特にオンライン訴訟を認めない場合を類型的に規定している点
に特徴がある。第22条では、「オンライン裁判における弁論権の保障」を規定し、第
24条が、「オンライン裁判の環境」を規定し、「裁判所」以外の場所でも一定の要件を
満たす場合には可能であることを明記する。第25条および第28条は、オンライン裁
判の規律の遵守とその妨害に対する対応を規定する。第26条は、証人のオンライン尋
問を規定し、第27条は、オンライン裁判の公開とその限界について規定する。
　第10に、手続保障の要をなす「送達に関する規律」である（本規則29条から33条
参照）。送達プラットフォームを通じた送達が構想されており、送達に付随する通知等、
きめ細かな手続が規定されている。訴訟と執行をトータルに規律する方針が窺われる。
オンライン訴訟の利用者が、訴訟関係資料をオンラインで確認する際の方法をも規定
する。
　第11に、民事訴訟における ICT化には不可欠の「電子記録書」等に関する規定（本
規則34条・35条・38条参照）であり、データ保護についても規定が設けられている。
　第12に、その他、オンライン強制執行手続やオンライン刑事手続の規定も置かれて
おり、それぞれ固有の規律が設けられている。なお、「雑則」として、規定の効力関
係に関する規律を置いている。
　以上で概観した本規律は、オンライン訴訟手続に関する基本的な事項を定めたもの
であり、具体的な解釈に委ねられているもの、細則を通じて詰められるべきもの、技
術に依存するもの、裁判所ごとに取扱いが異なり得るものなど、今後の実務展開に従
った調整が必要となるものも少なくないと考えられる。ただし、利用者の利便性に配
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慮した諸規定やその基礎にある利用者の選択権は、日本法にとっても示唆的な規律で
あると考えられる。
　最高人民法院は、オンライン訴訟の基本的な特徴として、「公正と効率化」を挙げ、
その目的は、情報技術を通じて裁判の質と効率性を向上し、公平と正義の実現を加速
することにあると明言する。オンライン訴訟の基本的な価値として、「民衆のために
利便性を図ること」を指摘し、データ・セキュリティを確保し、技術の不当な利用、
または、プラットフォームとの取引によって、司法の公正性と信頼性に対して悪影響
を与えることは避けなければならないとも言明する。このような基本思想に基づく中
国民事裁判の ICT化がいかに具体化され普及していくかについて、今後とも見守っ
て行きたい。
　なお、筆者の１人（川嶋）は、本稿と雁行するかたちで、脚注において引用した論
攷を公表してきた（また、それらの論攷の脚注も参照）。執筆時期が重なっており、
また、筆者の論旨は以前から変わらないために（私見は、公表された中間試案等とは、
基本的な考え方の点で相当異なるものであるため）、重複する部分もあるが、ご海容
の上、あわせてご参照いただければ幸甚である。

＊	本稿校正時に、中華人民共和国の民事手続の IT化に関して、金春「中国の倒
産手続における IT化改革と近時の新展開」事業再生と債権管理173号134頁
（2021年）に接した。
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